
番号 目標 担当省庁 取組の名称

○「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進（H28～）

○家庭教育に関する情報のホームページ掲載による周知（H28～）

○中高生を中心とした生活習慣マネジメント・サポート事業(H28、29）

○学校における食育の推進（学習指導要領に基づく食育の推進）（H28～）

○スーパー食育スクール事業（H28）

○つながる食育推進事業（H29、30）

○「食育月間」の実施（H28～）

○「食育推進ボランティア表彰」の実施(H28)
○「食育活動表彰」の実施（H29～）

○民間団体の実施するモデル的な食育活動への支援（H28）

○地域における食育活動を支援
・地域食文化魅力再発見食育推進事業（H28）
・地域の魅力再発見食育推進事業（H29）
・食料産業・6次産業化交付金(H30)

重点課題「若い世代を中心とした食育の推進」関連目標の達成に資する施策

資料４－３

④ 朝食を欠食する子供の割合

文部科学省

農林水産省
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番号 目標 担当省庁 取組の名称

○「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進（H28～）

○家庭教育に関する情報のホームページ掲載による周知（H28～）

○中高生を中心とした生活習慣マネジメント・サポート事業（H28、29）

○学校における食育の推進（学習指導要領に基づく食育の推進）（H28～）

○スーパー食育スクール事業（H28）

○つながる食育推進事業（H29、30）

○「第三次食育推進基本計画」に基づく母子保健及び児童福祉分野におけ
る食育の推進についての都道府県等への通知

○「健やか親子２１（第２次）」の推進（H28～）

○「第３次食育推進基本計画」に基づく健康づくりのための食育の推進につ
いての都道府県等への通知（H28）

○健康日本２１（第二次）の推進（H28～）

○「食育月間」の実施（H28～）

○若い世代に対する食育の推進(様々な媒体を活用し、若い世代を意識し
た食育の推進に関する情報を提供)（H29～）

○「食育推進ボランティア表彰」の実施(H28)
○「食育活動表彰」の実施（H29～）

○民間団体の実施するモデル的な食育活動への支援（H28）

○地域における食育活動を支援
・地域食文化魅力再発見食育推進事業（H28）
・地域の魅力再発見食育推進事業（H29）
・食料産業・6次産業化交付金(H30)

文部科学省

農林水産省

厚生労働省

朝食を欠食する若い世代の割合⑤
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番号 目標 担当省庁 取組の名称

○学校における食育の推進（学習指導要領に基づく食育の推進）（H28～）

○スーパー食育スクール事業（H28）

○つながる食育推進事業（H29、30）

○「第三次食育推進基本計画」に基づく母子保健及び児童福祉分野におけ
る食育の推進についての都道府県等への通知

○「健やか親子２１（第２次）」の推進（H28～）

○「第３次食育推進基本計画」に基づく健康づくりのための食育の推進につ
いての都道府県等への通知(H28)

○健康日本２１（第二次）の推進（H28～）

○国民健康・栄養調査の実施、結果の公表(H28)

○「食育月間」の実施（H28～）

○若い世代に対する食育の推進(様々な媒体を活用し、若い世代を意識し
た食育の推進に関する情報を提供)（H28～）

○「食育推進ボランティア表彰」の実施(H28)
○「食育活動表彰」の実施（H29～）

○民間団体の実施するモデル的な食育活動への支援（H28）

○地域における食育活動を支援
・地域食文化魅力再発見食育推進事業（H28）
・地域の魅力再発見食育推進事業（H29）
・食料産業・6次産業化交付金(H30)

厚生労働省

文部科学省

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほ
ぼ毎日食べている若い世代の割合

⑩

農林水産省
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番号 目標 担当省庁 取組の名称

○「食育月間」の実施（H28～）

○「食育推進ボランティア表彰」の実施(H28)
○「食育活動表彰」の実施（H29～）

○民間団体の実施するモデル的な食育活動への支援（H28）

○地域における食育活動を支援
・地域食文化魅力再発見食育推進事業（H28）
・地域の魅力再発見食育推進事業（H29）
・食料産業・6次産業化交付金(H30)

○子育て・若者世代への和食文化普及推進（「和食」と地域食文化継承推
進事業）（H28～）

内閣府食品安全委員会
消費者庁
厚生労働省
農林水産省

○親子参加型イベントの開催（リスクコミュニケーション）（H28～）

○事業者と連携する等の多様な主体による食品安全に関するリスクコミュ
ニケーションの取組（大学生等を対象としてリスクコミュニケーション）（H28
～）

○食品に関する情報提供や意見交換会の推進（小学校・中学校などの協
力の下、生徒やその保護者等を対象に実施）（H28～）

農林水産省 ○「食育月間」の実施（H28～）

消費者庁

農林水産省

⑳
食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断
する若い世代の割合

⑱
地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法
等を継承している若い世代の割合
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